
雫石町地域防災計画新旧対照表

令和７年２月
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本編 第１章 総則

頁 現 計 画 修 正 案

２
第４節 雫石町防災会議

第１ ［略］

第２ 組織

雫石町防災会議の組織は、次の防災機

関の長又はその指名する職員によって構

成される。

第３ ［略］

第４節 雫石町防災会議

第１ ［略］

第２ 組織

雫石町防災会議の組織は、次の防災機

関の長又はその指名する職員によって構

成される。

(１) 町は、男女共同参画の視点から、

防災会議の委員に占める女性の割合

を高めるよう努める。

第３ ［略］

修 正

理 由

〇 上位計画の修正に伴う修正

〇 新たに委員を委嘱したことに伴う追記

職 名 区 分 防 災 機 関 名

［略］ ［略］

委 員 ［略］ ［略］

職 名 区 分 防 災 機 関 名

［略］ ［略］

委 員

［略］ ［略］

陸上自衛

隊の自衛

官

陸上自衛隊岩手駐屯

地東北方面特科連隊

情報中隊

［略］ ［略］

指定公共

機関及び

指定地方

公共機関

［略］

公益社団法人岩手県

看護協会

［略］ ［略］

その他防

災上特に

必要と認

める者

雫石町婦人消防協力隊

雫石町婦人会
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

18
第３節 防災訓練計画

第１ ［略］

第２ 実施要領

１ ［略］

２ 実施に当たって留意すべき事項

町は、訓練の企画、実施に当たっては、

次の事項に留意する。

(１) ［略］

(２) 広域的な訓練の実施

広域応援体制の確立を図るため、県

境を越えた近隣県や、管外の消防機関

をはじめとする防災関係機関に広く

参加を呼びかけ、広域応援協定等に基

づく広域応援要請訓練その他の各種

訓練を実施する。

(３)～(５) ［略］

第３節 防災訓練計画

第１ ［略］

第２ 実施要領

１ ［略］

２ 実施に当たって留意すべき事項

町は、訓練の企画、実施に当たっては、

次の事項に留意する。

(１) ［略］

(２) 広域的な訓練の実施

ア 町は、大規模広域災害時に円滑な広

域避難が可能となるよう、関係機関と

連携して、実践型の防災訓練を実施す

るよう努めるものとする。

イ 広域応援体制の確立を図るため、県

境を越えた近隣県や、管外の消防機関

をはじめとする防災関係機関に広く

参加を呼びかけ、広域応援協定等に基

づく広域応援要請訓練その他の各種

訓練を実施する。

(３)～(５) ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

23
第４節 気象業務整理計画

第１ ［略］

第２ 観測体制の整備等

１ ［略］

２ 情報処理・通信システムの整備・充実

(１)～(３) ［略］

(４) 火山観測施設

(５) ［略］

第３～第４ ［略］

第４節 気象業務整理計画

第１ ［略］

第２ 観測体制の整備等

１ ［略］

２ 情報処理・通信システムの整備・充実

(１)～(３) ［略］

(４) 火山観測施設

(５) ［略］

第３～第４ ［略］

修 正

理 由
〇 所要の修正

施設名 箇

所

数

設置場所

岩手山

火山観

測点

８ 馬返し（地震計、空振計、傾

斜計）、八合目小屋（地震計）、

滝ノ上温泉（地震計）、黒倉山

西（地震計）、赤倉岳北（傾斜

計）、柳沢（ＧＮＳＳ）、柏台

（監視カメラ）、黒倉山（監視

カメラ）

施設名 箇

所

数

設置場所

岩手山

火山観

測点

９ 馬返し（地震計、空振計、傾

斜計）、八合目小屋（地震計、

ＧＮＳＳ）、滝ノ上温泉（地震

計）、黒倉山西（地震計）、赤

倉岳北（傾斜計）、柳沢（ＧＮ

ＳＳ）、柏台（監視カメラ）、

黒倉山（監視カメラ）、長山篠

川原（監視カメラ）
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

23
第４節の２ 通信確保計画

第１ 基本方針

１～３ ［略］

第２ ［略］

第４節の２ 通信確保計画

第１ 基本方針

１～３ ［略］

４ 町は、情報通信施設の災害に対する安全

性の確保及び停電対策、情報通信施設の危

険分散、多様な通信手段の確保、通信ケー

ブルの地中化の促進、テレビ難視聴区域に

おけるケーブルテレビネットワークの光

化による耐災害性強化、無線を活用したバ

ックアップ対策、デジタル化の促進、定期

的な訓練等を通じた平常時からの連携体

制の構築等による防災対策の推進を図る

ものとする。

第２ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画

25
第５節 避難対策計画

第１ 基本方針

１～３ ［略］

４ 新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など新型

コロナウイルスを含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図る。

第２ ［略］

第３ 避難場所等の整備等

１ 避難場所等の整備

(１) ［略］

(２) 町は、避難場所等を指定する際は、広域避難等の用にも供することについて定める

など、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定し

ておくよう努める。

避 難 場 所 ア 火災の延焼によって生じる輻射熱等から避難者の安全を確保できる

十分な広さを有する公園、緑地、広場、その他の公共空地であること。

イ がけ崩れ、浸水等の危険のない場所及び付近に多量の危険物等が蓄積

されていない場所であること。

ウ 避難者が安全に到達できる避難路と連結されている場所であること。

エ 避難者 1人当たりの必要面積をおおむね 2平方メートル以上（新型コ

ロナウイルス感染症等に対応する場合、県が作成しているガイドライン

等を参考に設定）とし、対象避難地区すべての住民（昼間人口を考慮す

る）を受入れることができる場所であること。

オ 避難する際に、できるだけ主要道路、鉄道、河川等を横断しなくてす

む場所であること。

カ 水害に対する緊急避難場所は、小河川、沢、堰等を渡らない場所で、

かつ、滞水により孤立するおそれのない場所であること。
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本編 第２章 災害予防計画

頁 修 正 案

25
第５節 避難対策計画

第１ 基本方針

１～３ ［略］

４ 新興感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など新興感染症対策の観

点を取り入れた防災対策の推進を図る。

５ 町は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応じ、

災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、

被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの

整備等に努めるものとする。

第２ ［略］

第３ 避難場所等の整備等

１ 避難場所等の整備

(１) ［略］

(２) 町は、避難場所等を指定する際は、広域避難等の用にも供することについて定める

など、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定し

ておくよう努める。

避 難 場 所 ア 火災の延焼によって生じる輻射熱等から避難者の安全を確保できる

十分な広さを有する公園、緑地、広場、その他の公共空地であること。

イ がけ崩れ、浸水等の危険のない場所及び付近に多量の危険物等が蓄積

されていない場所であること。

ウ 避難者が安全に到達できる避難路と連結されている場所であること。

エ 避難者 1人当たりの必要面積をおおむね 2平方メートル以上（新興感

染症等に対応する場合、県が作成しているガイドライン等を参考に設

定）とし、対象避難地区すべての住民（昼間人口を考慮する）を受入れ

ることができる場所であること。

オ 避難する際に、できるだけ主要道路、鉄道、河川等を横断しなくてす

む場所であること。

カ 水害に対する緊急避難場所は、小河川、沢、堰等を渡らない場所で、

かつ、滞水により孤立するおそれのない場所であること。



- 7 -

頁 現 計 画

ア～エ ［略］

オ 福祉避難所を指定する場合は、要配慮者の円滑な利用を確保するために措置が

講じられており、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受ける

ことができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室

が可能な限り確保される施設を指定するよう努める。

カ～ケ ［略］

(３) ［略］

２ 町は、指定避難所における新型コロナウイルスを含む感染症の感染拡大防止のため、「新

型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営ガイドライン」を参考に、感染症対策

に配慮した避難所運営に向けた事前準備を進め、災害時における適正な避難所運営に努め

る。

(１) 町は、指定避難所となる施設については、良好な生活環境を確保するために、必要

に応じ、換気、照明等の施設の整備に努める。また、新型コロナウイルス感染症を含

む感染症対策について、平常時から関係部局が連携して、感染症患者が発生した場合

の対応など感染症対策として必要な措置を講じるとともに、必要な場合には、ホテル

や旅館等の活用等について検討するよう努める。

(２)～(５) ［略］
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頁 修 正 案

ア～エ ［略］

オ 福祉避難所を指定する場合は、要配慮者の円滑な利用を確保するために措置が

講じられており、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受ける

ことができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室

が可能な限り確保される施設を指定するよう努める。特に、要配慮者に対して円

滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。

カ～ケ ［略］

(３) ［略］

２ 町は、指定避難所における新興感染症の感染拡大防止のため、「新型コロナウイルス感染

症対策に配慮した避難所運営ガイドライン」を参考に、感染症対策に配慮した避難所運営

に向けた事前準備を進め、災害時における適正な避難所運営に努める。

(１) 町は、指定避難所となる施設については、良好な生活環境を確保するために、必要

に応じ、換気、照明等の施設の整備に努める。また、新興感染症対策について、平常

時から関係部局が連携して、感染症患者が発生した場合の対応など感染症対策として

必要な措置を講じるとともに、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等について検

討するよう努める。

(２)～(５) ［略］
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頁 現 計 画

指 定 避 難 所（収容施設）

※１ 旧小学校については、施設管理担当の電話番号を掲載。

※２ 収容可能人員は、避難スペースの面積に対して、通常の災害時は１人あたり３㎡、感

染症対策時はソーシャルディスタンス確保の観点から、１人あたり５㎡を基準として算

出。

番

号

地

区
避難施設名

電話番号

※１
対 象 地 区

収容可能人員※２

通常の

災害時

感染症

対策時

1

雫

石

雫 石 小 学 校 692－2203 中町一・二・三、下町一・二・三・ 980 580

2 雫 石 中 学 校 692－0321 林、上町一・二、上町三 1,640 980

3 雫 石 高 等 学 校 692－3254 谷地、晴 山 1,200 720

4 町 営 体 育 館 692－5030 高前田一・二 750 450

5 雫 石 公 民 館 692－3458 駅前 110 60

6 中 央 公 民 館 692－4181 長根、黒沢川、元御所 260 160

7 青 少 年 ホ ー ム 692－0611 中沼、陽和郷 130 80

8 七 ツ 森 小 学 校 692－0571 板橋、七ツ森、東町、小岩井 560 340

9

御

所

旧 大 村 小 学 校 692－6572 馬場、大村、男助 310 180

10 鶯宿温泉スポーツセンタ 681-6673
鴬宿、赤滝、外桝沢、桝沢、矢用

590 350

11 老 人 憩 の 家 鴬 宿 荘 695－2526 70 40

12 御 所 小 学 校 692－2206 天戸、安庭、町場、九十九沢、矢櫃 460 270

13 御 所 公 民 館 692－2214 片子沢、籬野 270 160

14

御

明

神

旧 橋 場 小 学 校 692－6572 橋場、安栖、山津田 350 210

15 旧 橋 場 保 育 所 692－6489 小赤沢 40 20

16 御 明 神 保 育 所 692－2315 滝沢、南、天瀬、天川 70 40

17 御 明 神 公 民 館 692－3228 中南、中島、黒沢、まがき 140 80

18 御 明 神 小 学 校 692－3204

下春木場、上春木場、和野、上和野、

上野沢、横欠、土橋、岩持、谷地、

下川原

500 300

19

西

山

旧 上 長 山 小 学 校 692－6407 網張、盆花、極楽野、五区、六区 530 310

20 旧 西 根 小 学 校 692－4181
上西根、八丁野、西根谷地、上駒木

野、駒木野、篠崎
490 290

21 西 根 保 育 所 693－2223 葛根田 80 50

22 西 山 公 民 館 693－3321 七区、八区、野中 360 220

23 西 山 小 学 校 692－2224 小松、林崎 540 320
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頁 修 正 案

指 定 避 難 所（収容施設）

※１ 旧小学校については、施設管理担当の電話番号を掲載。

※２ 収容可能人員は、避難スペースの面積に対して、通常の災害時は１人あたり３㎡、感

染症対策時はソーシャルディスタンス確保の観点から、１人あたり５㎡を基準として算

出。

番号 地区 避難施設名
電話番号

※１

収容可能人員※２

通常の

災害時

感染症

対策時

1

雫

石

雫 石 小 学 校 692－2203 980 580

2 雫 石 中 学 校 692－0321 1,640 980

3 雫 石 高 等 学 校 692－3254 1,200 720

4 町 営 体 育 館 692－5030 750 450

5 雫 石 公 民 館 692－3458 110 60

6 中 央 公 民 館 692－4181 260 160

7 青 少 年 ホ ー ム 692－0611 130 80

8 七 ツ 森 小 学 校 692－0571 560 340

9

御

所

旧 大 村 小 学 校 692－6572 310 180

10 鶯 宿 温 泉 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 681-6673 590 350

11 老 人 憩 の 家 鴬 宿 荘 695－2526 70 40

12 御 所 小 学 校 692－2206 460 270

13 御 所 公 民 館 692－2214 270 160

14

御

明

神

旧 橋 場 小 学 校 692－6572 350 210

15 旧 橋 場 保 育 所 692－6489 40 20

16 御 明 神 保 育 所 692－2315 70 40

17 御 明 神 公 民 館 692－3228 140 80

18 御 明 神 小 学 校 692－3204 500 300

19

西

山

旧 上 長 山 小 学 校 692－6407 530 310

20 旧 西 根 小 学 校 692－4181 490 290

21 西 根 保 育 所 693－2223 80 50

22 西 山 公 民 館 693－3321 360 220

23 西 山 小 学 校 692－2224 540 320
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頁 現 計 画

災害種別による避難場所及び指定避難所

【表の見方】 ○：対象の災害発生時に避難場所となる施設又は場所

(注)１ 対象地区は、一応の目安であり、必ずしも限定するものではない。

２ 指定避難所の開設にあたっては、災害想定を勘案し、町職員が施設の安全確認や避難

者に応じた開放場所の選定など、指定避難所を開設するための事前準備を終えてから順

次避難者を誘導するものとする。

番

号
避難対象地区 避難場所

洪

水

土
砂
災
害

地

震

大
規
模
な

火
事

内
水
氾
濫

火
山
現
象

避
難
所
と

の
重
複

1

雫 石 地 区

雫 石 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 雫 石 中 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 雫 石 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 町 営 体 育 館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 総 合 運 動 公 園 ○ ○ ○

6 雫 石 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 中 央 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○

8 アルペン記念公園 ○ ○ ○

9 廣 養 寺 ○ ○ ○

10 臨 済 寺 ○ ○ ○

11 永 昌 寺 ○ ○ ○

12 青 少 年 ホ ー ム ○ ○ ○ ○ ○

13 七 ツ 森 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14

御 所 地 区

旧 大 村 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 鶯宿温泉スポーツセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 老人憩の家鴬宿荘 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 鴬 宿 運 動 場 ○ ○ ○

18 御 所 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 御 所 公 民 館 ○ ○ ○ ○

20

御 明 神 地 区

旧 橋 場 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○

21 旧 橋 場 保 育 所 ○ ○ ○ ○ ○

22 南 農 村 公 園 ○ ○ ○

23 御 明 神 保 育 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 御 明 神 運 動 場 ○ ○ ○

25 御 明 神 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○

26 御 明 神 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○

27

西 山 地 区

旧 上 長 山 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 旧 西 根 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 西 根 保 育 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 西 山 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 西 山 運 動 場 ○ ○ ○

32 西 山 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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頁 修 正 案

災害種別による避難場所及び指定避難所

【表の見方】 ○：対象の災害発生時に避難場所となる施設又は場所

(注)１ 対象地区は、一応の目安であり、必ずしも限定するものではない。

２ 指定避難所の開設にあたっては、災害想定を勘案し、町職員が施設の安全確認や避難

者に応じた開放場所の選定など、指定避難所を開設するための事前準備を終えてから順

次避難者を誘導するものとする。

番

号
避難対象地区 避難場所

洪

水

土
砂
災
害

地

震

大
規
模
な

火
事

内
水
氾
濫

火
山
現
象

避
難
所
と

の
重
複

1

雫 石 地 区

雫 石 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 雫 石 中 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 雫 石 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 町 営 体 育 館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 総 合 運 動 公 園 ○ ○ ○

6 雫 石 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 中 央 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○

8 アルペン記念公園 ○ ○ ○

9 廣 養 寺 ○ ○ ○

10 臨 済 寺 ○ ○ ○

11 永 昌 寺 ○ ○ ○

12 青 少 年 ホ ー ム ○ ○ ○ ○ ○

13 七 ツ 森 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14

御 所 地 区

旧 大 村 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 鶯宿温泉スポーツセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 老人憩の家鴬宿荘 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 鴬 宿 運 動 場 ○ ○ ○

18 御 所 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 御 所 公 民 館 ○ ○ ○ ○

20

御 明 神 地 区

旧 橋 場 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○

21 旧 橋 場 保 育 所 ○ ○ ○ ○ ○

22 南 農 村 公 園 ○ ○ ○

23 御 明 神 保 育 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 御 明 神 運 動 場 ○ ○ ○

25 御 明 神 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○

26 御 明 神 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○

27

西 山 地 区

旧 上 長 山 小 学 校 ○ ○ ○ ○

28 旧 西 根 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 西 根 保 育 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 西 山 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○

31 西 山 運 動 場 ○ ○ ○

32 西 山 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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頁 現 計 画

３ 避難場所等の環境整備

(１) ［略］

(２) 町は、避難場所への誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種別一

般図記号を使用して、どの災害に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。

４ ［略］

第４～第７ [略]

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第２章 災害予防計画

頁 修 正 案

３ 避難場所等の環境整備

(１) ［略］

(２) 町は、避難場所への誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一

般図記号を使用して、どの災害に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。

（３） 町及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関

する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努めるものとする。

４ ［略］

第４～第７ [略]

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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頁 現 計 画 修 正 案

40
第６節 要配慮者の安全確保計画

第１ ［略］

第２ 実施要領

１ ［略］

２ 避難行動要支援者個別計画の策定

(１) ［略］

(２) 町は、町地域防災計画に基づき、防

災担当部局や福祉担当部局など関係

部局の連携の下、福祉専門職、社会福

祉協議会、民生児童委員、地域住民等

の避難支援等に携わる関係者と連携

して、名簿情報に係る避難行動要支援

者ごとに、作成の同意を得て、個別避

難計画を作成するよう努めるものと

する。また、個別避難計画については、

避難行動要支援者の状況の変化、ハザ

ードマップの見直しや更新、災害時の

避難方法等の変更等を適切に反映し

たものとなるよう、必要に応じて更新

するとともに、庁舎の被災等の事態が

生じた場合においても、計画の活用に

支障が生じないよう、個別避難計画情

報の適切な管理に努めるものとする。

(３) 町は、町地域防災計画に定めるとこ

ろにより、消防機関、県警察、民生児童

委員、社会福祉協議会、自主防災組織な

ど避難支援等に携わる関係者に対し、避

難行動要支援者本人及び避難支援等実

施者の同意、または、条例の定めがある

場合には、あらかじめ個別避難計画を提

供するものとする。

(４)～(６) ［略］

第６節 要配慮者の安全確保計画

第１ ［略］

第２ 実施要領

１ ［略］

２ 避難行動要支援者個別計画の策定

(１) ［略］

(２) 町は、町地域防災計画に基づき、防

災担当部局や福祉担当部局など関係

部局の連携の下、福祉専門職、社会福

祉協議会、民生委員・児童委員、地域

住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる

関係者と連携して、名簿情報に係る避

難行動要支援者ごとに、作成の同意を

得て、個別避難計画を作成するよう努

めるものとする。この場合、例えば積

雪寒冷地における積雪や凍結といっ

た地域特有の課題に留意するものと

する。また、個別避難計画については、

避難行動要支援者の状況の変化、ハザ

ードマップの見直しや更新、災害時の

避難方法等の変更等を適切に反映し

たものとなるよう、必要に応じて更新

するとともに、庁舎の被災等の事態が

生じた場合においても、計画の活用に

支障が生じないよう、個別避難計画情

報の適切な管理に努めるものとする。

(３) 町は、町地域防災計画に定めるとこ

ろにより、消防機関、県警察、民生委員・

児童委員、社会福祉協議会、自主防災組

織など避難支援等に携わる関係者に対

し、避難行動要支援者本人及び避難支援

等実施者の同意、または、条例の定めが

ある場合には、あらかじめ個別避難計画

を提供するものとする。

(４)～(６) ［略］
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頁 現 計 画 修 正 案

(７) 町は、避難行動要支援者情報の収

集・共有や避難行動要支援者個別支援

計画の策定について、社会福祉協議

会、民生児童委員、福祉サービス提供

者、在宅医療提供者、障がい者・難病

患者団体等の福祉・医療関係者の理解

を深める取組を進める。

３ 災害情報等の伝達体制の整備

(１)～(３) ［略］

(４) 町は､平常時から避難行動要支援者

と接している社会福祉協議会、民生児

童委員､ケアマネージャー、介護職員

等の福祉サービス提供者、在宅医療提

供者、障がい者・難病患者団体等の福

祉・医療関係者との連携を深め、発災

時には、これらが構築しているネット

ワークを情報伝達に活用する。

(５) ［略］

４～８ ［略］

(７) 町は、避難行動要支援者情報の収

集・共有や避難行動要支援者個別避難

計画の策定について、社会福祉協議

会、民生委員・児童委員、福祉サービ

ス提供者、在宅医療提供者、障がい

者・難病患者団体等の福祉・医療関係

者の理解を深める取組を進める。

(８) 町は、被災者支援業務の迅速化・効

率化のため、避難行動要支援者名簿及

び個別避難計画の作成等にデジタル

技術を活用するよう積極的に検討す

るものとする。

３ 災害情報等の伝達体制の整備

(１)～(３) ［略］

(４) 町は､平常時から避難行動要支援者

と接している社会福祉協議会、民生委

員・児童委員､ケアマネージャー、介

護職員等の福祉サービス提供者、在宅

医療提供者、障がい者・難病患者団体

等の福祉・医療関係者との連携を深

め、発災時には、これらが構築してい

るネットワークを情報伝達に活用す

る。

(５) ［略］

(６) 町は、障がいの種類及び程度に応じ

て障がい者が防災及び防犯に関する

情報を迅速かつ確実に取得すること

ができるようにするため、体制の整備

充実、設備又は機器の設置の推進その

他の必要な施策を講ずるものとする。

(７) 町は、障がいの種類及び程度に応じ

て障がい者が緊急の通報を円滑な意

思疎通により迅速かつ確実に行うこ

とができるようにするため、多様な手

段による緊急の通報の仕組みの整備

の推進その他の必要な施策を講ずる

ものとする。

４～８ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

44
第６節の２ 食料・生活必需品等

の整備計画

第１ 基本方針

町は、災害発生直後から飲料水、食料、

生活必需品等（以下この節において「物資」

という。）の流通が確保されるまでの間、

被災者の生活を支えるため、必要な物資の

備蓄を行うとともに、住民及び事業所にお

ける物資の備蓄を促進する。

第２～第４ ［略］

第６節の２ 食料・生活必需品等

の整備計画

第１ 基本方針

１ 町は、災害発生直後から飲料水、食料、

生活必需品等（以下この節において「物資」

という。）の流通が確保されるまでの間、

被災者の生活を支えるため、必要な物資の

備蓄を行うとともに、住民及び事業所にお

ける物資の備蓄を促進する。

２ 町は、大規模な災害発生のおそれがある

場合、事前に物資調達・輸送調整等支援シ

ステムを用いて備蓄状況の確認を行うと

ともに、あらかじめ登録されている物資の

輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資

の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続

を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提

供を含め、速やかな物資支援のための準備

に努めるものとする。

第２～第４ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

54
第 10 節 交通施設安全確保計画

第１ ［略］

第２ 道路施設

１ 道路の整備

災害時における道路機能を確保するた

め、所管道路について、法面等危険箇所調

査を実施し、補修等対策工事の必要箇所を

指定して、道路の整備を進める。

(１)～(２) ［略］

第３ ［略］

第 10節 交通施設安全確保計画

第１ ［略］

第２ 道路施設

１ 道路の整備

災害時における道路機能を確保するた

め、所管道路について、法面等危険箇所調

査を実施し、補修等対策工事の必要箇所を

指定して、道路の整備を進める。

(１)～(２) ［略］

町は、緊急輸送ルートを早期に確実に確

保するため、避難路、緊急輸送道路など防

災上重要な経路を構成する道路について、

必要に応じて、区間を指定して道路の占用

の禁止又は制限を行うとともに、国が促進

する一般送配電事業者、電気通信事業者に

おける無電柱化の取組と連携しつつ、無電

柱化の促進を図るものとする。

第３ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

57
第12節 危険物施設等安全確保計

画

第１～第３ ［略］

第４ 放射線災害予防対策

防災関係機関及び放射性同位元素の届

出、許可等使用者は、災害時における放射

性物質による事故を未然に防止するため、

施設の防災対策、防災業務従事者に対する

教育及び訓練、防護資機材の整備等災害予

防対策を推進する。

第12節 危険物施設等安全確保計

画

第１～第３ ［略］

第４ 放射線災害予防対策

防災関係機関及び放射性同位元素の届

出、許可等使用者は、災害時における放射

性物質による事故を未然に防止するため、

施設の防災対策、緊急事態応急対策に従事

する者に対する教育及び訓練、防護資機材

の整備等災害予防対策を推進する。

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

63
第 14節 雪害予防計画

第１～第２ ［略］

第３ 道路交通の確保

１～３ ［略］

４ 雪害予防の普及啓発

町は、雪下ろし中の転落事故や屋根雪の

落下等による人身事故の防止を図るよう、

除雪作業の危険性と対応策を住民に示し、

注意喚起に努めるものとする。特に、豪雪

地帯においては、既存住宅に対する命綱固

定アンカーの設置や除排雪の安全を確保

するための装備の普及、克雪に係る技術の

開発・普及の促進を図るものとする。

また、町は県が事故防止対策のため、

様々収集した情報を受けるものとする。

第 14 節 雪害予防計画

第１～第２ ［略］

第３ 道路交通の確保

１～３ ［略］

４ 雪害予防の普及啓発

(１) 町は運転手に対し、雪道を運転する

場合、気象状況や路面状況の急変があ

ることも踏まえ、スタッドレスタイ

ヤ・タイヤチェーンの装着、車内にス

コップ、砂、飲食料及び毛布等を備え

ておくよう周知に努める。

(２) 町は、雪下ろし中の転落事故や屋根

雪の落下等による人身事故の防止を

図るよう、除雪作業の危険性と対応策

を住民に示し、注意喚起に努めるもの

とする。特に、豪雪地帯においては、

既存住宅に対する命綱固定アンカー

の設置や除排雪の安全を確保するた

めの装備の普及、克雪に係る技術の開

発・普及の促進を図るものとする。

また、町は県が事故防止対策のた

め、様々収集した情報を受けるものと

する。

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画

66
第 15 節 土砂災害予防計画

第１～第２ ［略］

第３ 土石流対策

１ 土石流危険渓流等は、101 渓流となっている。

[土石流危険渓流調査表 資料編2－15－1]

２ ［略］

第４ ［略］

第５ 急傾斜地崩壊対策

１ 急傾斜地崩壊危険箇所等は、35 箇所となっている。

[急傾斜地崩壊危険箇所調査表 資料2－15－2]

２～３ ［略］

第６ ［略］

第７ 土砂災害警戒情報の発表

１ 目的及び発表機関

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしく

ない状況となったときに、町長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援する

ため、雫石町を特定して警戒を呼びかける情報で、県と盛岡地方気象台が共同で発表する。

町で危険度が高まっている詳細な領域は、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険

度分布）で確認することができる。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

２～４ ［略］

５ 避難指示等のための情報提供

［略］

（土砂災害警戒情報の補足情報）

危険度 表示 状 況

極めて危険 濃い紫

すでに土砂災害警戒情報の基準に到達

（警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活

用）

非常に危険

【警戒レベル４相当】
薄い紫

２時間先までに土砂災害警戒情報の基準に到達すると予想

（避難指示の検討が必要な状況）

警戒

【警戒レベル３相当】
赤

２時間先までに警報基準に到達すると予想

（高齢者等避難の検討が必要な状況）
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本編 第２章 災害予防計画

頁 修 正 案

79
第 15 節 土砂災害予防計画

第１～第２ ［略］

第３ 土石流対策

１ 土砂災害警戒区域（土石流）等は、101 渓流となっている。

[土砂災害警戒区域（土石流）調査表 資料編 2－15－1]

２ ［略］

第４ ［略］

第５ 急傾斜地崩壊対策

１ 土砂災害警戒区域（急傾斜）等は、35 箇所となっている。

[土砂災害警戒区域（急傾斜）調査表 資料 2－15－2]

２～３ ［略］

第６ ［略］

第７ 土砂災害警戒情報の発表

１ 目的及び発表機関

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしく

ない状況となったときに、町長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援する

ため、雫石町を特定して警戒を呼びかける情報で、県と盛岡地方気象台が共同で発表する。

町で危険度が高まっている詳細な領域は、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険

度分布）で確認することができる。危険な場所からの避難する必要があるとされる警戒レ

ベル４に相当。

２～４ ［略］

５ 避難指示等のための情報提供

［略］

（土砂災害危険度情報）

危険度 表示 状 況

災害切迫※

【警戒レベル５相当】
黒 大雨特別警報（土砂災害）の指標に用いる基準に実況で到達

危険

【警戒レベル４相当】
紫 ２時間先までに土砂災害警戒情報の基準に到達すると予想

警戒

【警戒レベル３相当】
赤 ２時間先までに警報基準に到達すると予想
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頁 現 計 画

※１ ［略］

※２ 「極めて危険」（濃い紫）：警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活

用

第８～第９ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正

注意

【警戒レベル２相当】
黄 ２時間先までに注意報基準に到達すると予想

今後の情報等に注意 白 －
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頁 修 正 案

※１ ［略］

※２ 「災害切迫」（黒）：警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用

第８～第９ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正

注意

【警戒レベル２相当】
黄 ２時間先までに注意報基準に到達すると予想

今後の情報等に注意 白 －
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

77
第 18節 農業災害予防計画

第１ ［略］

第２ 予防対策

１ 気象災害を最小限に防止することに重

点を置き、次の対策を実施する。

２ ［略］

第３ ［略］

第 18 節 農業災害予防計画

第１ ［略］

第２ 予防対策

１ 気象災害を最小限に防止することに重

点を置き、次の対策を実施する。

２ ［略］

第３ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正

冷害防止

対 策

ア 耐冷性品種の導入

イ 地域の気象条件に合ったき

め細かな品種配置、作期策定

の適正化

ウ 育苗技術、適正水管理等の

指導徹底

エ 長期予報の伝達の徹底

冷害防止

対 策

ア 耐冷性品種の導入

イ 地域の気象条件に合ったき

め細かな品種配置、作期策定

の適正化

ウ 育苗技術、適正水管理等の

指導徹底

エ 季節予報の伝達の徹底
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本編 第２章 災害予防計画

頁 現 計 画 修 正 案

81
第 20節 事業継続対策計画

第１ 基本方針

１ ［略］

２ 町、県及び関係団体は、企業等の防災力

向上及び事業継続計画（ＢＣＰ）※の策定

の促進に努める。

３ 町は、企業等の防災力向上及び事業継続

計画（ＢＣＰ）の策定の促進に努める。

４ 町及び商工会は、策定した事業継続力強

化支援計画に基づく取組等の防災・減災対

策の普及の促進に努める。

５ 町は、策定した事業継続力強化支援計画

に基づきあらかじめ商工会等と連携体制

を構築し、災害発生時に中小企業等の被害

状況を迅速かつ適切に把握できる体制の

整備に努める。

第２ 事業継続計画の策定

１ ［略］

２ 町、県及び関係団体は、各企業等におけ

る事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に資する

情報提供等を進める。

３ ［略］

４ 業務継続計画には、概ね次の内容につい

て定めるものとする。

ア～カ ［略］

第３ ［略］

第 20 節 事業継続対策計画

第１ 基本方針

１ ［略］

２ 町及び関係団体は、企業等の防災力向上

及び事業継続計画（ＢＣＰ）※の策定の促

進に努める。

３ 町及び商工会は、策定した事業継続力強

化支援計画に基づく取組等の防災・減災対

策の普及の促進に努める。

４ 町は、策定した事業継続力強化支援計画

に基づきあらかじめ商工会等と連携体制

を構築し、災害発生時に中小企業等の被害

状況を迅速かつ適切に把握できる体制の

整備に努める。

第２ 事業継続計画の策定

１ ［略］

２ 町及び関係団体は、各企業等における事

業継続計画（ＢＣＰ）の策定に資する情報

提供等を進める。

３ ［略］

４ 町が策定する業務継続計画には、概ね次

の内容について定めるものとする。

ア～カ ［略］

第３ ［略］

修 正

理 由
〇 所要の修正
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本編 第３章 災害応急対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

83
第１節 活動体制計画

第１～第２

第３ 職員の動員配備体制

１～５ ［略］

６ 応援職員の動員

（１）～（３） ［略］

第４～第５ ［略］

第１節 活動体制計画

第１～第２

第３ 職員の動員配備体制

１～５ ［略］

６ 応援職員の動員

（１）～（３） ［略］

（４） 町は、新興感染症対策のため、会

議室のレイアウトの工夫やテレビ

会議の活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配

慮するものとする。

第４～第５ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第３章 災害応急対策計画

頁 現 計 画

102
第２節 気象予報・警報等の伝達計画

第１～第２ ［略］

第３ 実施要領

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達

(１) 気象予報・警報等の種類

ア ［略］

イ 情報の種類

種 類 内 容

気

象

に

関

す

る

情

報

岩手県気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意

を喚起する場合や特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や

予想、防災上の留意点を解説する場合等に発表する。

[雫石町内の雨量観測所一覧表 資料編 3－2－1]

記 録 的 短 時 間

大 雨 情 報

大雨警報発表中の町内において、キキクルの「危険」（紫）が出

現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間

降水量）を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダ

ーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、気象庁から発

表する。この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中

小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨

が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まってい

る場所をキキクルで確認する必要がある。
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本編 第３章 災害応急対策計画

頁 修 正 案

102
第２節 気象予報・警報等の伝達計画

第１～第２ ［略］

第３ 実施要領

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達

(１) 気象予報・警報等の種類

ア ［略］

イ 情報の種類

種 類 内 容

気

象

に

関

す

る

情

報

岩手県気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注

意・警戒を呼び掛ける場合や特別警報・警報・注意報が発表された

後の経過や予想、防災上の留意点を解説する場合等に発表する。

大雨特別警報が発表されたときには、その内容を補足する「記録

的な大雨に関する岩手県気象情報」が速やかに発表される。

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状

降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときに

は、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大

雨に関する岩手県気象情報が発表される。

大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、

重大な災害が差し迫っている場合に一層の警戒を呼びかけるな

ど、気象台が持つ危機感を端的に伝えるため、本文を記述せず、見

出し文のみの岩手県気象情報が発表される場合がある。

[雫石町内の雨量観測所一覧表 資料編 3－2－1]

記 録 的 短 時 間

大 雨 情 報

大雨警報発表中の町内において、キキクルの「危険」（紫）が出

現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間

降水量）を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダ

ーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、気象庁から発

表する。この情報が発表されたときは、土砂災害や低い土地の浸

水、中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な

雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まって

いる場所をキキクルで確認する必要がある。
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頁 現 計 画

※１ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、

基準を暫定的に引き下げて運用することがある。

ウ 注意報の種類と発表基準

土 砂 災 害

警 戒 情 報

※１

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がい

つ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難

指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象と

なる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、県と盛岡地方気

象台が共同で発表する。市町村内で危険度が高まっている詳細な

領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認

することができる。

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

早 期 注 意 情 報

(警報級の可能性）

５日先までの警報級の現象の可能性を［高］、［中］の２段階で発

表する。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、内陸、沿岸北

部、沿岸南部単位で、２日先から５日先にかけては日単位で、内陸、

沿岸単位で発表する。大雨に関して、［高］又は［中］が予想され

ている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警

戒レベル１。

種 類 発 表 基 準 ※２

気

象

注

意

報

大 雨 注 意 報

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２。

洪 水 注 意 報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が

発生するおそれがあると予想されたときに発表する。

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２。

雷 注 意 報

落雷等により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等

の突風や「ひょう」による災害への注意喚起が付加されることもあ

る。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。

乾 燥 注 意 報

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予

想したときに発表する。

着 雪 注 意 報

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害

が発生するおそれのあるときに発表する。
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頁 修 正 案

※１ 土砂災害警戒情報は、大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすい

と認められる場合は、基準を暫定的に引き下げて運用することがある。

ウ 注意報の種類

土 砂 災 害

警 戒 情 報

※１

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がい

つ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難

指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象と

なる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、県と盛岡地方気

象台が共同で発表する。市町村内で危険度が高まっている詳細な

領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認

することができる。

危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相

当。

早 期 注 意 情 報

(警報級の可能性）

５日先までの警報級の現象の可能性を［高］、［中］の２段階で発

表する。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、内陸、沿岸北

部、沿岸南部単位で、２日先から５日先にかけては日単位で、内陸、

沿岸単位で発表する。大雨に関して、［高］又は［中］が予想され

ている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警

戒レベル１である。

種 類 発 表 基 準 ※２

注

意

報

大 雨 注 意 報

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。

洪 水 注 意 報

上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、災害が発

生するおそれがあると予想されたときに発表する。

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。

雷 注 意 報

落雷等により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等

の突風や「ひょう」による災害への注意喚起が付加されることもあ

る。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかける。

乾 燥 注 意 報

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。具体的には、火災の危険が大きい気象条件が予

想されたときに発表する。

着 雪 注 意 報

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害

が発生するおそれがあるときに発表する。
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頁 現 計 画

※１ 土砂崩れ注意報及び浸水注意報は、その注意報事項を気象注意報に含めて行い、この

注意報の標題は用いない。

※２ [略]

エ 警報の種類

※１ 土砂崩れ警報及び浸水警報は、その警報事項を気象警報に含めて行い、この警報の標

題は用いない。

※２ [略]

着 氷 注 意 報

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害

が発生するおそれのあるときに発表する。

な だ れ 注 意 報
なだれにより災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。

土 砂 崩 れ 注 意 報

※１

大雨、大雪等による土砂崩れにより災害が発生するおそれが

あると予想される場合

浸 水 注 意 報

※１
浸水により災害が発生するおそれがあると予想される場合

種 類 発 表 基 準 ※２

気

象

警

報

大 雨 警 報

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。

大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨

警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記さ

れる。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難

が必要とされる警戒レベル３に相当。

洪 水 警 報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表する。

河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が対象とし

て挙げられる。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警

戒レベル３に相当。

土 砂 崩 れ 警 報

※１

大雨、大雪等による土砂崩れにより重大な災害が発生するおそれ

があると予想される場合

浸 水 警 報

※１
浸水により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合
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頁 修 正 案

※１ [略]

エ 警報の種類

※１ [略]

着 氷 注 意 報

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害

が発生するおそれがあるときに発表する。

な だ れ 注 意 報
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。

種 類 発 表 基 準 ※２

警

報

大 雨 警 報

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。

大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨

警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記され

る。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等が危険な場所から避難する必

要があるとされる警戒レベル３に相当。

洪 水 警 報

上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、重大な災害が

発生するおそれがあると予想されたときに発表する。

河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が対象と

して挙げられる。高齢者等が危険な場所から避難する必要があると

される警戒レベル３に相当。
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頁 現 計 画

オ キキクル（警報の危険度分布等）の種類

種 類 概 要

土砂キキクル（大

雨警報（土砂災

害）の危険度分

布）

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km

四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分

布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨

警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこで

危険度が高まるかを面的に確認することができる。

○「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる

警戒レベル５に相当。

○「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４

に相当。

○「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警

戒レベル３に相当。

○「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難

に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

浸水キキクル（大

雨警報（浸水害）

の危険度分布）

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１ 時間先まで

の表面雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨警

報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面

的に確認することができる。

○「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる

警戒レベル５に相当。

洪水キキクル（洪

水警報の危険度

分布）

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及び

その他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川

流路を概ね１kmごとに５段階に色分けして示す情報。３ 時間先までの

流域雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、洪水警報等

が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認すること

ができる。

○「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる

警戒レベル５に相当。

○「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４

に相当。

○「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警

戒レベル３に相当。

○「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難

に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。
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頁 修 正 案

オ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等

種 類 概 要

土砂キキクル（大

雨警報（土砂災

害）の危険度分

布）

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km

四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分

布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨

警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度

が高まっている場所を面的に確認することができる。

○「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要

があるとされる警戒レベル５に相当。

○「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レ

ベル４に相当。

○「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとさ

れる警戒レベル３に相当。

○「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難

に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

浸水キキクル（大

雨警報（浸水害）

の危険度分布）

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの

表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報

（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的

に確認することができる。

○「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要

があるとされる警戒レベル５に相当。

洪水キキクル（洪

水警報の危険度

分布）

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及び

その他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川

流路を概ね１kmごとに５段階に色分けして示す情報。３ 時間先までの

流域雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、洪水警報等

が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認するこ

とができる。

○「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要

があるとされる警戒レベル５に相当。

○「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レ

ベル４に相当。

○「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとさ

れる警戒レベル３に相当。

○「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難

に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。
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頁 現 計 画

カ 特別警報の種類と発表基準

※１ 土砂崩れ警報及び浸水警報は、その警報事項を気象警報に含めて行い、この警報の

標題は用いない。

流域雨量指数の

予測値

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の

高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色

分けした時系列で示す情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短

時間予報等）を用いて常時 10分ごとに更新している。

水防団待機水位（又は氾濫注意水位）を越え、かつ、流域雨量指数

の予測値が警報基準に達する場合は「高齢者等避難」、氾濫注意水位（又

は避難判断水位）を越え、かつ、流域雨量指数の予測値が警報基準を

大きく超過する場合は「避難指示」を発令することが基本となる。

種 類 発 表 基 準 ※２

気

象

特

別

警

報

暴 風 特 別 警 報

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたときに発表する。

〇数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴

風が吹くと予想される場合

暴 風 雪 特 別 警 報

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表する。「暴風に

よる重大な災害」に加えて、「雪を伴うことによる視程障害な

どによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。

〇数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪

を伴う暴風が吹くと予想される場合

大 雨 特 別 警 報

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたときに発表する。大雨特別警報に

は、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大

雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事

項が明記される。災害が発生又は切迫している状況であり、命

の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があ

ることを示す警戒レベル５に相当。

○台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が

予想される場合。

大 雪 特 別 警 報

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたときに発表する。

〇数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

土 砂 崩 れ 特 別 警 報

※１

大雨、大雪等による土砂崩れにより重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表する。

〇台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が

予想される場合
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頁 修 正 案

カ 特別警報の種類

流域雨量指数の

予測値

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大

河川においては、その支川や下水道の氾濫等の「湛水型内水氾濫」の

危険度）の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて

危険度を色分けした時系列で示す情報。流域内における雨量分布の実

況と６時間先までの予測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用いて

常時 10分ごとに更新している。

種 類 発 表 基 準 ※２

特

別

警

報

暴 風 特 別 警 報

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたときに発表する。

暴 風 雪 特 別 警 報

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表する。「暴風に

よる重大な災害」に加えて、「雪を伴うことによる視程障害な

どによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。

大 雨 特 別 警 報

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたときに発表する。大雨特別警報に

は、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大

雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事

項が明記される。災害が発生又は切迫している状況で、命の危

険があり直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警

戒レベル５に相当。

○台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が

予想される場合。

大 雪 特 別 警 報

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたときに発表する。
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頁 現 計 画

※２ ［略］

キ 地震動の警報及び地震情報の種類

(ア) ［略］

(イ) 地震情報の種類と内容

種類 発表基準 内容

震源に関する情報 ・震度３以上

（大津波警報、津波警報又は注

意報を発表した場合は発表し

ない。）

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。

「津波の心配がない」または「若干の海

面活動があるかもしれないが被害の心配

はない」旨を付加。

震源・震度情報 以下のいずれかを満たした場

合

・震度１以上

・大津波警報、津波警報又は津

波注意報発表時

・若干の海面変動が予想され

る場合

・緊急地震速報（警報）を発表

した場合

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度１以上を観測した地

点と観測した震度を発表。 それに加えて、

震度３以上を観測した地域名と市町村毎

の観測した震度を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、その

市町村名を発表。

遠地地震に関する

情報

国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした場

合等

※

・マグニチュード7.0 以上

・都市部など著しい被害が発

生する可能性がある地域で規

模の大きな地震を観測した場

合

※国外で発生した大規模噴

火を覚知した場合にも発表

することがある。

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を概ね30分以内

に発表※。

日本や国外への津波の影響に関しても

記述して発表。

※国外で発生した大規模噴火を覚知

した場合は１時間半～２時間程度で発

表。
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頁 修 正 案

※１ ［略］

キ 地震動の警報及び地震情報の種類

(ア) ［略］

(イ) 地震情報の種類と内容

町は、地震に関する情報を住民が容易に理解できるよう、地震情報（震度、長

周期地震動階級、震源、マグニチュード、地震活動の状況等）、北海道・三陸沖

後発地震注意情報等の解説に努め、報道機関等の協力を得て、住民に迅速かつ正

確な情報を伝達するものとする。

種類 発表基準 内容

震源に関する情報 ・震度３以上

（津波警報または注意報を発

表した場合は発表しない）

「津波の心配がない」または「若干の海

面変動があるかもしれないが被害の心配

はない」旨を付加して、地震の発生場所（震

源）やその規模（マグニチュード）を発表。

震源・震度情報 ・震度１以上

・津波警報・注意報発表または

若干の海面変動が予想された

時

・緊急地震速報（警報）発表時

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度１以上を観測した地

点と観測した震度を発表。 それに加えて、

震度３以上を観測した地域名と市町村毎

の観測した震度を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、その

市町村・地点名を発表。

遠地地震に関する

情報

・マグニチュード7.0 以上

・都市部など著しい被害が発

生する可能性がある地域で規

模の大きな地震を観測した場

合（国外で発生した大規模噴

火を覚知した場合にも発表

することがある。）

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を地震発生から

概ね30分以内に発表※。

日本や国外への津波の影響に関しても

記述して発表。

国外で発生した大規模噴火を覚知し

た場合は、噴火発生から１時間半～２時

間程度で発表。
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頁 現 計 画

（ウ）地震活動に関する解説情報等

気象庁は、地震活動の状況等の情報を提供するため、地震活動に関する解説情報

等を発表する。

長周期地震動に関

する観測情報

・震度１以上を観測した地震

のうち長周期地震動階級１

以上を観測した場合

地域毎の震度の最大値・長周期地震

動階級の最大値のほか、地点毎に、長

周期地震動階級や長周期地震動の周期

別階級等を発表。高層ビル内での被害の

発生可能性等について、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、地域ごと及び地点ごとの長周期地

震動階級等を発表（地震発生から約10分

後に気象庁ホームページ上に掲載）。

種 類 内 容

地震解説資料（速報版）（詳

細版）

津波警報等の発表又は震度４以上の地震の観測時等に緊急

地震速報、津波警報並びに地震・津波に関する情報や関連資

料を編集した資料
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頁 修 正 案

（ウ）地震活動に関する解説資料等

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・

地方気象台が関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料。

長周期地震動に関

する観測情報

・震度１以上を観測した地震

のうち長周期地震動階級１

以上を観測した場合

地域毎の震度の最大値・長周期地震

動階級の最大値のほか、個別の地点毎

に、長周期地震動階級や長周期地震動

の周期別階級等を発表。（地震発生から

10分後程度で１回発表）

種類 発表基準 内容

地震解説資料

（速報版）

以下のいずれかを満たした場合に、

一つの現象に対して一度だけ発表

・津波警報等発表時（遠地地震によ

る発表時除く）

・岩手県内で震度４以上を観測

（ただし、地震が頻発している場

合、その都度の発表はしない。）

地震発生後 30分程度を目途に、地方

公共団体が初動期の判断のため、状

況把握等に活用できるように、地震

の概要、震度や長周期地震動階級に

関する情報、津波警報や津波注意報

等の発表状況等、及び津波や地震の

図情報を取りまとめた資料。

地震解説資料

（全国詳細版・

地域詳細版）

以下のいずれかを満たした場合に

発表するほか、状況に応じて必要と

なる続報を適宜発表

・津波警報等発表時

・岩手県内で震度５弱以上を観測

・社会的に関心の高い地震が発生

地震発生後１～２時間を目途に第

１号を発表する。

・地震解説資料（全国詳細版）

地震や津波の特徴を解説するため、

防災上の留意事項やその後の地震

活動の見通し、津波や長周期地震動

の観測状況、緊急地震速報の発表状

況、周辺の地域の過去の地震活動な

ど、より詳しい状況等を取りまとめ

た資料。

・地震解説資料（地域詳細版）

地震解説資料（全国詳細版）発表以

降に状況に応じて必要となる続報

を適宜発表するとともに、状況に応

じて適切な解説を加えることで、防

災対応を支援する資料（地域の地震

活動状況に応じて、単独で提供され

ることもある）。
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頁 現 計 画

ク 火山に関する予報・警報・情報の種類と内容

（ア） ［略］

ケ その他

［略］

（ア） ［略］

(イ) 指定河川洪水予報

月間地震概況及び週間地震

概況

月毎及び週毎（定期）に発表される地震活動状況等に関する資

料

種 類 内 容

火山現象に関する情

報等

〇火山活動解説資料

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細に取りまと

めたもので、毎月又は必要に応じて臨時に発表。

○月間火山概況

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、

毎月上旬に発表。

○噴火に関する火山観測報

主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、発生時刻

や噴煙の高さ等の情報を直ちに発表。

表題（種類） 概 要

雫 石 川

洪 水 予 報

氾濫警戒情報

（洪水警報）

氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき、避難判断水位

に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を

発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断水位を下回

った場合を除く）、避難判断水位を超える状況が継続している

とき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く）に発表

する。

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等は危険

な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。
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頁 修 正 案

ク 火山に関する予報・警報・情報の種類と内容

（ア） ［略］

ケ その他

［略］

（ア） ［略］

(イ) 指定河川洪水予報

月間地震概況

・定期（毎月） 地震・津波防災に係る活動を支援す

るために、月ごとの岩手県とその周

辺の地震活動の状況をとりまとめ

た地震活動の傾向等を示す資料。

種 類 内 容

火山現象に関する情

報等

〇火山活動解説資料

写真や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき

事項等について解説するため、毎月又は必要に応じて臨時に発表。

○月間火山概況

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、

毎月上旬に発表。

○噴火に関する火山観測報

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙

高度・噴煙の流れる方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴

火後直ちにお知らせするために発表する。

表題（種類） 概 要

雫 石 川

洪 水 予 報

氾濫警戒情報

（洪水警報）

氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき、避難判断水位

に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を

発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断水位を下回

った場合を除く）、避難判断水位を超える状況が継続している

とき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く）に発表

する。

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等が危険

な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル３に相

当。
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頁 現 計 画

(２)～(５) ［略］

２ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正

氾濫危険情報

（洪水警報）

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状況が

継続しているとき、または３時間先までに氾濫する可能性の

ある水位に到達すると見込まれるときに発表する。

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発

生に対する対応を求められる段階であり、避難指示の発令の

判断の参考とする。危険な場所からの避難が必要とされる警

戒レベル４に相当。

氾濫発生情報

（洪水警報）

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表する。

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必

要となる。災害がすでに発生している状況であり、命の危険

が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があること

を示す警戒レベル５に相当。
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頁 修 正 案

(２)～(５) ［略］

２ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正

氾濫危険情報

（洪水警報）

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位を超える状況

が継続しているとき、または急激な水位上昇によりまもなく

氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれるときに

発表する。

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発

生に対する対応を求められる段階であり、避難指示の発令の

判断の参考とする。危険な場所から避難する必要があるとさ

れる警戒レベル４に相当。

氾濫発生情報

（洪水警報）

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表する。

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必

要となる。災害がすでに発生している状況で、命の危険があ

り直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒レベル

５に相当。
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本編 第３章 災害応急対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

174 第 10 節 相互応援協力計画

第１ 基本方針

１～３ ［略］

第２ ［略］

第３ 実施要領

１ 町の相互協力

(１) 市町村の相互協力

ア～オ ［略］

(２) ［略］

２～５ ［略］

第 10節 相互応援協力計画

第１ 基本方針

１～３ ［略］

４ 町は、職員を派遣する場合、地域や災害

の特性等を考慮した職員の選定に努める

ものとする。

第２ ［略］

第３ 実施要領

１ 町の相互協力

(１) 市町村の相互協力

ア～オ ［略］

カ 町は、土木・建築職などの技術職員

が不足している市町村への中長期派遣

等による支援を行うため、技術職員の確

保及び災害時の派遣体制の整備に努め

るものとする。

(２) ［略］

２～５ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第３章 災害応急対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

180 第11節 自衛隊災害派遣要請計画

第１～第２ ［略］

第３ 実施要領

１～２ ［略］

３ 災害派遣時に実施する救援活動

［略］

４～６ ［略］

第11節 自衛隊災害派遣要請計画

第１～第２ ［略］

第３ 実施要領

１～２ ［略］

３ 災害派遣時に実施する救援活動

［略］

４～６ ［略］

修 正

理 由
〇 所要の修正

項目 内容
町計画の

該当章節

救援物資

の無償貸

付又は譲

与

「防衛庁の管理に

属する物品の無償貸

付及び譲与等に関す

る総理令」（昭和 33

年総理府令第１号に

基づき、被災者に対

し、救援物資を無償

貸付し、又は譲与す

る。

第３章

第１節

項目 内容
町計画の

該当章節

救援物資

の無償貸

付又は譲

与

「防衛省所管に属

する物品の無償貸与

及び譲与等に関する

省令」（昭和 33 年総

理府令第１号に基づ

き、被災者に対し、

救援物資を無償貸付

し、又は譲与する。

第３章

第１節
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本編 第３章 災害応急対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

186 第12節 防災ボランティア活動計

画

第１～第２ ［略］

第３ 実施要領

１ ［略］

２ 防災ボランティアの受け入れ

(１) 県本部長及び町本部長は、社会福祉

協議会、被災地入りしているＮＰＯ・

ＮＧＯ・ボランティア等及びＮＰＯ等

との連携を図るとともに、中間支援組

織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支

援やこれらの異なる組織の活動調整

を行う組織）を含めた連携体制構築を

図り、情報を共有する場を設置するな

どし、被災者のニーズや支援活動の全

体像を把握するものとする。また、災

害の状況及びボランティアの活動予

定を踏まえ、片付けごみなどの収集運

搬を行うよう努める。これらの取組み

により、連携のとれた支援活動を展開

するよう努めるとともに、ボランティ

アを行っている者の生活環境につい

て配慮する。

(２)～(３) ［略］

第12節 防災ボランティア活動計

画

第１～第２ ［略］

第３ 実施要領

１ ［略］

２ 防災ボランティアの受け入れ

(１) 県本部長及び町本部長は、社会福祉

協議会、被災地入りしているＮＰＯ・

ＮＧＯ・ボランティア等との連携を図

るとともに、災害中間支援組織（ＮＰ

Ｏ・ボランティア等の活動支援やこれ

らの異なる組織の活動調整を行う組

織）を含めた連携体制構築を図り、災

害の状況やボランティアの活動状況

等に関する最新の情報を共有する場

を設置するなどし、被災者のニーズや

支援活動の全体像を関係者と積極的

に共有するものとする。また、災害の

状況及びボランティアの活動予定を

踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を

行うよう努める。これらの取組みによ

り、連携のとれた支援活動を展開する

よう努めるとともに、ボランティアを

行っている者の活動環境について配

慮する。

(２)～(３) ［略］

(４) 町は、災害発生時における官民連携

体制の強化を図るため、地域防災計画

等において、災害ボランティアセンタ

ーを運営する者（町社会福祉協議会

等）との役割分担等を定めるよう努め

るものとする。特に災害ボランティア

センターの設置予定場所については、

地域防災計画に明記する、相互に協定

を締結する等により、あらかじめ明確

化しておくよう努めるものとする。
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頁 現 計 画 修 正 案

３～４ ［略］ ３～４ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第３章 災害応急対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

198
第 15 節 避難・救出計画

第１ ［略］

第２ 実施機関（責任者）

１ 避難指示等

第３ 実施要領

１ 避難指示等

(１)～(５) ［略］

(６) 避難者の確認等

町職員、消防団員、民生児童委員等

は、危険な場合を除き、それぞれが連

携・分担しながら、避難場所等及び避

難対象地域を巡回し、避難者の確認を

行うとともに、避難が遅れた者の救出

を行う。

(７)～(８) ［略］

２ ［略］

３ 救出

(１) ［略］

(２) 救出の実施

ア ［略］

イ 捜索の実施に当たっては、民生児童

委員、地域の住民、旅行者又は滞在者

等の協力を得て、居住者や同行者の把

握を行う。

ウ～オ ［略］

(３)～(４) ［略］

４ ［略］

５ 指定避難所の設置、運営

第 15節 避難・救出計画

第１［略］

第２ 実施機関（責任者）

１ 避難指示等

第３ 実施要領

１ 避難指示等

(１)～(５) ［略］

(６) 避難者の確認等

町職員、消防団員、民生委員・児童

委員等は、危険な場合を除き、それぞ

れが連携・分担しながら、避難場所等

及び避難対象地域を巡回し、避難者の

確認を行うとともに、避難が遅れた者

の救出を行う。

(７)～(８) ［略］

２ ［略］

３ 救出

(１) ［略］

(２) 救出の実施

ア ［略］

イ 捜索の実施に当たっては、民生委

員・児童委員、地域の住民、旅行者又

は滞在者等の協力を得て、居住者や同

行者の把握を行う。

ウ～オ ［略］

(３)～(４) ［略］

４ ［略］

５ 指定避難所の設置、運営

実施機関 担 当 業 務

町本部長

必要と認める地域の必要と認

める住民、地域住民、滞在者その

他の者に対する避難のための立

退き勧告、指示

〔水防法第 29 条、災害対策基

本法第 60条〕

実施機関 担 当 業 務

町本部長

必要と認める地域の必要と認

める住民、滞在者その他の者に

対する避難のための立退き指示

〔水防法第 29条、災害対策基

本法第 60 条〕
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頁 現 計 画 修 正 案

(１) ［略］

(２) 指定避難所の運営

ア～ウ ［略］

エ 町本部長は、指定避難所における正

確な情報の伝達、食料、飲料水等の配

布、清掃等については、避難者、住民、

自主防災組織、避難所運営について専

門性を有したＮＰＯ・ボランティア等

の外部支援者等の協力が得られるよ

う努める。

オ～ケ ［略］

(３)～(４) ［略］

６ ［略］

７ 避難所以外の在宅避難者に対する支援

(１) 在宅避難者の把握

ア ［略］

イ 民生児童委員、介護保険事業者、障

害福祉サービス事業者等は、要配慮者

の安否確認に努め、把握した情報を町

本部長に提供する。

(２) ［略］

８～９ ［略］

(１) ［略］

(２) 指定避難所の運営

ア～ウ ［略］

エ 町本部長は、指定避難所における正

確な情報の伝達、食料、飲料水等の配

布、清掃等については、避難者、住民、

自主防災組織、避難所運営について

専門性を有したＮＰＯ・ボランティ

ア等の外部支援者等の協力が得られ

るよう努めるとともに、必要に応じ、

他の地方公共団体に対して協力を求

めるものとする。また、町は、指定避

難所の運営に関し、役割分担を明確

化し、避難者に過度の負担がかから

ないよう配慮しつつ、避難者が相互

に助け合う自治的な組織が主体的に

関与する運営に早期に移行できるよ

う、その立ち上げを支援するものと

する。この際、避難生活支援に関する

知見やノウハウを有する地域の人材

に対して協力を求めるなど、地域全

体で避難者を支えることができるよ

う留意すること。

オ～ケ ［略］

(３)～(４) ［略］

６ ［略］

７ 避難所以外の在宅避難者に対する支援

(１) 在宅避難者の把握

ア ［略］

イ 民生委員・児童委員、介護保険事業

者、障害福祉サービス事業者等は、要

配慮者の安否確認に努め、把握した情

報を町本部長に提供する。

(２) ［略］

８～９ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第４章 特殊災害対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

289 第１節 地震災害対策計画

第１～第３ ［略］

第４ 町の活動体制

１ ［略］

２ 通信連絡確保対策

(１)～(２) ［略］

(３) 移動無線、携帯無線の活用

有効適切な通信連絡体制を確保す

るため、関係機関保有の移動無線、携

帯無線等の活用を図る。

ア 雫石町役場

(ア) ［略］

(イ) 衛星携帯電話３台

イ～ウ ［略］

(４) ［略］

３～５ ［略］

第１節 地震災害対策計画

第１～第３ ［略］

第４ 町の活動体制

１ ［略］

２ 通信連絡確保対策

(１)～(２) ［略］

(３) 移動無線、携帯無線の活用

有効適切な通信連絡体制を確保す

るため、関係機関保有の移動無線、携

帯無線等の活用を図る。

ア 雫石町役場

(ア) ［略］

(イ) 衛星携帯電話６台

イ～ウ ［略］

(４) ［略］

３～５ ［略］

修 正

理 由
〇 所要の修正
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本編 第４章 特殊災害対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

295 第２節 火山災害対策計画

第１ ［略］

第２ 火山の概況

本町に影響を与える火山は、岩手山、秋

田駒ヶ岳の２火山である。岩手山は平成

10 年から地震等火山活動が活発化した。

「火山防災のために監視・観測体制の充実

等が必要な火山」として火山噴火予知連絡

会によって選定された 50 火山に岩手山及

び秋田駒ヶ岳は選定されており、仙台管区

気象台地域火山監視・警報センターが 24

時間体制で常時観測・監視している。

第３ 情報収集及び伝達体制

１～２ ［略］

(１) 火山に関する予報・警報・情報の種

類と内容

第２節 火山災害対策計画

第１ ［略］

第２ 火山の概況

本町に影響を与える火山は、岩手山、秋

田駒ヶ岳の２火山である。岩手山は平成

10 年から地震等火山活動が活発化した。

「火山防災のために監視・観測体制の充実

等が必要な火山」として火山調査研究推進

本部によって選定された 50 火山に岩手山

及び秋田駒ヶ岳は選定されており、仙台管

区気象台地域火山監視・警報センターが

24 時間体制で常時観測・監視している。

第３ 情報収集及び伝達体制

１～２ ［略］

(１) 火山に関する予報・警報・情報の種

類と内容

種

類
内 容

噴 火

警 報

噴火に伴って生命に危険を及ぼ

す火山現象（大きな噴石、火砕流、

融雪型火山泥流等、発生から短時間

で火口周辺や居住地域に到達し、避

難までの時間的猶予がほとんどな

い現象）の発生が予想される場合や

その危険が及ぶ範囲の拡大が予想

される場合に、火山名、「警戒が必要

な範囲（生命に危険を及ぼす範囲）」

等を明示して発表。「警戒が必要な

範囲」が居住地域まで及ぶ場合は

「噴火警報（居住地域）又は噴火警

報」、火口周辺に限られる場合は「噴

火警報（火口周辺）又は火口周辺警

報」として発表。

種

類
内 容

噴 火

警 報

噴火に伴って生命に危険を及ぼ

す火山現象（大きな噴石、火砕流、

融雪型火山泥流等、発生から短時間

で火口周辺や居住地域に到達し、避

難までの時間的猶予がほとんどな

い現象）の発生が予想される場合や

その危険が及ぶ範囲の拡大が予想

される場合に、火山名、「警戒が必要

な範囲（生命に危険を及ぼす範囲）」

等を明示して発表。「警戒が必要な

範囲」が居住地域まで及ぶ場合は

「噴火警報（居住地域）又は噴火警

報」、火口周辺に限られる場合は「噴

火警報（火口周辺）又は火口周辺警

報」として発表。

噴火警報（居住地域）は、警戒が

必要な居住地域を含む町に対する

火山現象特別警報に位置付けられ

る。
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本編 第４章 特殊災害対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

297

(２)～(４) ［略］

３～５ ［略］

第４～第５ ［略］

(２)～(４) ［略］

３～５ ［略］

第４～第５ ［略］

修 正

理 由
〇 所要の修正

火 山 現

象 に 関

す る 情

報等

〇火山活動解説資料

写真や図表等を用いて、火山活

動の状況や防災上警戒・注意すべ

き事項等について解説するため

に、臨時及び定期的に発表。

○月間火山概況

前月一ヶ月間の火山活動の状

況や警戒事項を取りまとめたも

ので、毎月上旬に発表。

○噴火に関する火山観測報

噴火が発生したことや、噴火に

関する情報（噴火の発生時刻・噴

煙高度・噴煙の流れる方向・噴火

に伴って観測された火山現象等）

を噴火後直ちに周知するために

発表する。

火 山 現

象 に 関

す る 情

報等

〇火山活動解説資料

写真や図表等を用いて、火山活

動の状況や防災上警戒・注意すべ

き事項等について解説するため

に、臨時及び定期的に発表。

○月間火山概況

前月一ヶ月間の火山活動の状

況や警戒事項を取りまとめたも

ので、毎月上旬に発表。

○噴火に関する火山観測報

噴火が発生したことや、噴火に

関する情報（噴火の発生時刻・噴

煙高度・噴煙の流れる方向・噴火

に伴って観測された火山現象等）

を噴火後直ちにお知らせするた

めに発表する。
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本編 第４章 特殊災害対策計画

頁 現 計 画 修 正 案

313 第３節 原子力災害対策計画

第１ 基本方針

１～５ ［略］

第２～第 14 ［略］

第３節 原子力災害対策計画

第１ 基本方針

１～５ ［略］

６ 町は、被ばくの可能性がある環境下で活

動する防災業務関係者の安全確保のため

の防災資機材をあらかじめ整備するもの

とする。

第２～第 14 ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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本編 第５章 災害復旧・復興計画

頁 現 計 画 修 正 案

330 第２節 生活の安定確保計画

第１ ［略］

第２ 被災者の生活確保

１～４

５ 被災者生活再建支援制度の活用

(１)～(８) ［略］

６～９ ［略］

第３～第４ ［略］

第２節 生活の安定確保計画

第１ ［略］

第２ 被災者の生活確保

１～４

５ 被災者生活再建支援制度の活用

町は、被災者が自らに適した支援制度を

活用して生活再建に取り組むことができ

るよう、災害ケースマネジメントの実施等

により、見守り・相談の機会や被災者台帳

等を活用したきめ細やかな支援を行うと

ともに、被災者が容易に支援制度を知るこ

とができる環境の整備に努めるものとす

る。

(１)～(８) ［略］

６～９ ［略］

第３～第４ ［略］

修 正

理 由
〇 上位計画の修正に伴う修正
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